
２０２０年１１月

ＤＢ令の一部を改正する政令等の施行
に伴うＤＢへの影響について

必須ご対応
事項（※）

あり なし

No.2020-6

※事業主及び企業年金基金にてご対応いただく必要がある
題材が含まれている場合に「あり」と表示しています。

※当資料での略号
・確定給付企業年金＝ＤＢ、企業年金基金＝ＤＢ基金
・確定給付企業年金法＝ＤＢ法、確定給付企業年金法施行令＝ＤＢ令、確定給付企業年金法施行規則＝ＤＢ規則
・通知「確定給付企業年金制度について」（平成14年3月29日年発第0329008号）＝法令解釈通知
・通知「確定給付企業年金に係る資産運用関係者の役割及び責任に関するガイドラインについて」
（平成14年3月29日年発第0329009号）＝ガイドライン
・通知「確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について」
（平成14年3月29日年企発第0329003号・年運発第0329002号）＝承認認可通知
・ 「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」
（平成30年厚生労働省告示第430号）＝同一労働同一賃金ガイドライン
・厚生年金保険適用事業所の事業主＝事業主

区分 DB DC PBO その他

内容 法令等 制度 運用 その他
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＜ガバナンスの強化＞

・選定代議員の定数に関する事項
・資産運用委員会の設置義務に関する事項
・会計監査等を踏まえた監事意見の提出義務に関する事項
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ガバナンスの強化（選定代議員の定数）ポイント

（注１）確定給付企業年金法施行令の一部を改正する政令（令和２年政令第２９２号） （注１～注３の詳細は、４～８ページを参照）

（注２）確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令（令和２年厚生労働省令第１６５号）

（注３）通知「『確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について』の一部改正について」（令和2年9月30日年企発0930第4号）

（注４） ２以上の事業主が共同して設立するＤＢ規則第１９条の２第１号に規定する要件に該当しないＤＢ基金

（注５）事業主（その代理人を含む。）及び実施事業所に使用される者において選出する代議員

（注６）改正前は、承認認可通知の（別紙２）ＤＢの事業運営基準の２の（２）③等により規定

（注７）適用日前の取扱いについては、改正前の承認認可通知を適用

◆令和2年9月16日付で改正政令（注１）、令和2年9月30日付で改正省令（注２）及び関係通知（注３）が公布・発出

され、総合型ＤＢ基金（注４）の選定代議員（注５）の定数に関する事項が一部改正されたうえで法令に定められ

ました（注６）

■総合型ＤＢ基金の選定代議員の定数に関する事項の法令での規定化等

○改正概要 ：通知で規定されていた総合型ＤＢ基金の選定代議員の定数や選定代議員の定数を定める
ことを要しない要件について、法令で規定されるとともに、同要件も改正

○施行期日：令和2年10月1日。施行日に現存する総合型ＤＢ基金の選定代議員の定数については、
施行日以後に行われる代議員の選定から適用（注７）

改正後 改正前

規定される
法令等

選定代議員の定数 ＤＢ令 承認認可通知

選定代議員の定数を定めることを要しない要件 ＤＢ規則 承認認可通知
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ガバナンスの強化（選定代議員の定数）

・ＤＢ令で規定されたＤＢ基金の選定代議員の定数に関する事項は、以下のとおり

（１）選定代議員の定数を定める必要のあるＤＢ基金

２以上の事業主が共同して設立するＤＢ基金で、「選定代議員の定数を定めることを要しない要件」
に該当していない場合
【選定代議員の定数を定めることを要しない要件】（ＤＢ規則で規定）
次の①又は②のいずれかに該当すること
①実施事業所の事業主について、ａ又はｂであること
ａ １の事業主が他の事業主の発行済株式又は出資（注）のおおむね２割を直接又は間接に保有
する関係
ｂ １の事業主が行う事業と他の事業主が行う事業との人的関係が緊密

②実施事業所の事業主の９割以上が、ａ～ｃの全てを満たすＤＢ法以外の法律により設立された協同
組織体に所属

ａ ＤＢ未実施の当該協同組織体所属の事業主に対し、ＤＢ基金への加入勧奨等の活動実績が

あること

ｂ ＤＢ基金の意思決定に先立って、選定代議員に対し、ＤＢ基金の事業運営方針を示すこと

ｃ ＤＢ基金の事業運営について、定期的に報告を求め、ＤＢ基金の事業運営に改善が必要な

ときは、改善に必要な検討等を行う体制を整備していること

（２）選定代議員の定数

実施事業所の事業主の数の１０分の１以上（ただし、３～５０の範囲内）

詳細

（注）自己が保有する自己の株式又は出資を除く
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法令改正の概要 （条文を一部整理加工）ご参考

該当法令 改正内容

ＤＢ令
第１０条の２

（新設）

事業主において選定する代議員の定数（新設）

２以上の事業主が共同して設立する基金（当該基金の実施事業所の事業主のうち１の事業主が他の事業主と業務、資本
金その他について密接な関係を有することその他の厚生労働省令で定める要件に該当するものを除く。 ）における、事業
主において事業主（その代理人を含む。 ）及び実施事業所に使用される者のうちから選定する代議員の定数は、その選定
の時点における当該基金の実施事業所の事業主の数の１０分の１（当該事業主の数が５００を超える場合にあっては５０、

当該事業主の数が３０を下回る場合にあっては３）以上とする。

附則 （施行期日）
１ この政令は、令和２年１０月１日から施行する。

（事業主において選定する代議員の定数に関する経過措置）
２ この政令の施行の際現に存するこの政令による改正後のＤＢ令（次項において「新ＤＢ令」という。 ）第１０条の２に規定
する基金については、同条の規定は、 この政令の施行の日 （同項において「施行日」という。 ）以後行われる代議員の選定
から適用する。

３ （略）

（注）確定給付企業年金法施行令の一部を改正する政令（令和２年政令第２９２号）

https://kanpou.npb.go.jp/old/20200916/20200916t00098/20200916t000980010f.html

https://kanpou.npb.go.jp/old/20200916/20200916t00098/20200916t000980010f.html
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法令改正の概要 （条文を一部整理加工）ご参考

該当法令 改正内容

ＤＢ規則
第１条

（赤字が改正部分）

複数のＤＢを実施できるその他の場合

改正後 改正前

ＤＢ令第１条の厚生労働省令で定める場合は、次のとおり
とする。

一 （略）
二 法人であるＤＢを実施する事業主（第３条第１項第２号、
第３項及び第５項、第１９条の２第２号イ、第１２０条、附則
第６条第第１項第１号、附則第７条第１項並びに附則第
１２条第１項第１号を除き、以下 「事業主」という。 ）が他
の法人である事業主と合併した場合であって、当該合併
の日から起算して原則として１年を経過していない場合

三 （略）

ＤＢ令第１条の厚生労働省令で定める場合は、次のとおり
とする。

一 （略）
二 法人であるＤＢを実施する事業主（第３条第１項第２号、
第３項及び第５項 、第１２０条、附則
第６条第第１項第１号、附則第７条第１項並びに附則第
１２条第１項第１号を除き、以下 「事業主」という。 ）が他
の法人である事業主と合併した場合であって、当該合併
の日から起算して原則として１年を経過していない場合

三 （略）

（注）確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令（令和２年厚生労働省令第１６５号）

https://kanpou.npb.go.jp/old/20200930/20200930g00203/20200930g002030147f.html

https://kanpou.npb.go.jp/old/20200930/20200930g00203/20200930g002030147f.html
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法令改正の概要 （条文を一部整理加工）ご参考

該当法令 改正内容

ＤＢ規則
第１９条の２

（新設）

事業主において選定する代議員の定数を定めることを要しない基金の要件（新設）

ＤＢ令第１０条の２の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 基金の実施事業所の事業主のうち１の事業主が他の事業主の発行済株式又は出資（自己が有する自己の株式又は
出資を除く。 ）のおおむね２割を直接又は間接に保有する関係にあること又は１の事業主が行う事業と他の事業主が行う
事業との人的関係が緊密であること。
二 基金の実施事業所の事業主の９割以上が他の法律により設立された協同組織体であって、次のいずれにも該当する
ものに所属すること。
イ 当該協同組織体に所属する事業主のうちＤＢを実施していない厚生年金適用事業所の事業主に対し、当該基金への
加入の勧奨その他これに類する行為に関する十分な活動実績を有すること。
ロ 基金の意思決定に先立って、事業主において選定する代議員に対し、当該基金の事業の運営に関する指針を示す
こと。
ハ 基金の事業の運営について、当該基金から定期的に報告を求めるとともに、その事業の運営に関し改善が必要で
あると認めるときは、その改善に必要な検討その他これに類する行為を行う体制を整備していること。

附則 （施行期日）
１ この省令は、令和２年１０月１日から施行する。

２ （略）
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法令改正の概要 （条文を一部整理加工）ご参考

該当法令 改正内容

承認認可通知
（別紙２）
２の（２）

（赤字が改正部分）

代議員会

改正後 改正前

①～② （略）
③ 複数の厚生年金適用事業所において１の基金を設立す
る場合にあっては、各実施事業所の事業主及び加入者の
意思が適切に反映されるよう配慮すること。そのため、
総合型企業年金基金（２以上の事業主が共同して設立する
基金（ＤＢ規則第１９条の２第１号に規定する要件に該当す
る基金を除く。））にあっては、ＤＢ令第１０条の２及びＤＢ規
則第１９条の２の規定に基づき、当該基金の実施事業所の
事業主の９割以上が所属する当該基金と異なる協同組織
体（他の法令に根拠のある協同組織体に限る。）であって、
次の（ア）から（ウ）までのいずれにも該当するものが存在す
る場合を除き、選定代議員の数は、基金の設立時の選定
においては設立時、代議員の任期満了時の選定において
は満了時の事業主の数の１０分の１（事業主の数が５００を
超える場合にあっては５０、事業主の数が３０を下回る場合
にあっては３）以上、選定代議員の選定の都度、全ての事
業主により選定を行うこととし、その選定方法は、（１）事業
主が他の事業主と共同で選定代議員候補者を指名する方
法、（２）各事業主が独自の選定代議員候補者を指名する
方法のいずれかを基本とし、（１）及び（２）の指名を希望し
ない事業主は選定行為を現役員・職員以外の第三者（選定
人）に委任できるものであること。
（続く）

①～② （略）
③ 複数の厚生年金適用事業所において一の基金を設立す
る場合にあっては、各実施事業所の事業主及び加入者の
意思が適切に反映されるよう配慮すること。そのため、
総合型基金（２以上の厚生年金適用事業所の事業主が
共同して実施する基金型企業年金（当該厚生年金適用事
業所間の人的関係が緊密である場合等を除く。）をいう。）
にあっては、当該基金の実施事業所の事業主の９割以上
が所属する当該基金と異なる組織体（法令に根拠のある組
織体に限る。）であって、
次の（ア）から（ウ）までのいずれにも該当するものが存在す
る場合を除き、選定代議員の数は、基金の設立時の選定
においては設立時、代議員の任期満了時の選定において
は満了時の事業主の数の１０分の１（事業主の数が５００を
超える場合に は５０

）以上、選定代議員の選定の都度、全ての事
業主により選定を行うこととし、その選定方法は、（１）事業
主が他の事業主と共同で選定代議員候補者を指名する方
法、（２）各事業主が独自の選定代議員候補者を指名する
方法のいずれかを基本とし、（１）及び（２）の指名を希望し
ない事業主は選定行為を現役員・職員以外の第三者（選定
人）に委任できるものであること。

（続く）

（注）通知「『確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について』の一部改正について」（令和2年9月30日年企発0930第4号）

https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000677950.pdf （左記のURLは上記の一部改正を反映済みの承認認可通知です）

https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000677950.pdf
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法令改正の概要 （条文を一部整理加工）ご参考

該当法令 改正内容

承認認可通知
（別紙２）
２の（２）

（赤字が改正部分）

代議員会

改正後 改正前

③ （続き）
（ア） 当該協同組織体は、その構成員のうちＤＢを実施し
ていない事業主に対して当該基金への加入を義務付け
又は推奨することを決議等しており、その決議等に基づ
く活動実績が確認できる。

（イ） 基金における方針決定の手続に先だって、当該協同
組織体は、基金の事業運営方針（基金の実施及び解散、
給付設計（加入者の資格、福利厚生事業、権利義務
移転承継、資産の受入れに関する事項を含む）、掛金
及び資産運用に関する方針）を組織決定し、選定代議
員に対して示している。

（ウ） 当該協同組織体は、基金の事業運営状況について
定期的（四半期に１回程度）に報告を受けるとともに、当
該報告を踏まえて必要に応じて事業運営の改善の検討
等を行う体制が内部の委員会規程・定款等に定められ
ており、それに沿った運営の事実が議事録等で確認で
きる。

③ （続き）
（ア） 当該組織体は、その構成員である事業主に対して

基金への加入を義務付け
又は推奨することを決議等しており、その決議等に基づ
く活動実績が確認できる。

（イ） 基金における方針決定の手続に先だって、当該組織
体 は、基金の 運営方針（基金の実施及び解散、
給付設計（加入者の資格、福利厚生事業、権利義務
移転承継、資産の受入れに関する事項を含む）、掛金
及び資産運用に関する方針）を組織決定している。

（ウ） 当該 組織体は、基金の 運営状況について
定期的（四半期に１回程度）に報告を受け、当該報告を
踏まえて今後の対応を必要に応じて検討するよう な体
制 が内部の委員会規程・定款等に定められ
ており、それに沿った運営の事実が議事録等で確認で

きる。

（適用時期） 令和２年１０月１日から適用する。

ただし、代議員会に関する事項については、令和２年１０月１日以後に行われる代議員の選定から適用する。
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ガバナンスの強化（資産運用委員会の設置義務）ポイント

（注１）確定給付企業年金法施行令の一部を改正する政令（令和２年政令第２９２号） （注１～注３の詳細は、１２～１７ページを参照）

（注２）確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令（令和２年厚生労働省令第１６５号）

（注３）通知「ＤＢ令の一部を改正する政令の施行等に伴う 『ＤＢ制度について』等の一部改正について」（令和2年9月30日年発0930第30号 ）

通知「『確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について』の一部改正について」（令和2年9月30日年企発0930第4号）

（注４）改正前は、ガイドラインの（別添）ＤＢに係る資産運用関係者の役割及び責任に関するガイドラインの４ 資産運用委員会により規定

（注５）事業主及びＤＢ基金

◆令和2年9月16日付で改正政令（注１）、令和2年9月30日付で改正省令（注２）及び関係通知（注３）が公布・発出

され、資産運用委員会の設置義務に関する事項が一部改正されたうえで法令に定められました（注４）

■資産運用委員会の設置義務に関する事項の法令での規定化等

○改正概要 ：通知で規定されていた資産運用委員会の設置義務、同委員会の設置義務のある事業主等
（注５）の要件、構成員、会議録等について、法令で規定されるとともに、同要件も改正

○施行期日：令和2年10月1日。施行日に現存する事業主等については、施行日以後最初に終了する
事業年度の翌事業年度から適用

改正後 改正前

規定される
法令等

資産運用委員会の設置義務 ＤＢ令 ガイドライン

設置義務のある事業主等の要件、構成員、会議録等 ＤＢ規則 ガイドライン
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ガバナンスの強化（資産運用員会の設置義務）

・ＤＢ令で規定された資産運用委員会の設置義務に関する事項は、以下のとおり

（１）設置義務のある事業主等の要件

積立金の額がＤＢ規則で定める額以上（見込まれる場合を含む。）の事業主等

（２）構成員（注１）

事業主及び加入者のそれぞれを代表する者（注２）

（３）役割
基本方針その他の積立金の管理及び運用に関する事項に関し、事業主、ＤＢ基金の理事長・運用
管理業務を執行する理事に対して意見を述べること

・ＤＢ規則で規定された設置義務のある事業主等の要件、構成員、会議録等
（１）設置義務のある事業主等の要件

ＤＢ規則で定める額は１００億円
（２）構成員

積立金の管理及び運用に関し専門的知識及び経験を有する者を加えることが可能
（３）会議録等

①議事の経過の要領及びその結果を記載した会議録を作成し、保存することが必要

②理事長及び運用管理業務を執行する理事は、議事の経過その他の情報について、代議員会に報告
することが必要
③事業主等は、会議の議事の概要について、加入者に周知させることが必要
④事業主等は、会議の議事の概要について、受給権者にも周知させるよう努めることが必要
⑤③及び④の議事の概要の周知は、ＤＢ法第７３条の業務概況の周知により行うことが可能

詳細

（注１）各ＤＢが定める資産運用委員会に関する各種規程上の用語を「構成員」に変更する必要はない

（注２）資産運用委員会の役割確保を条件に、構成員である加入者代表を必ずしも資産運用委員会に加える必要はない。加入者代表には互選代議員を含む
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ガバナンスの強化（資産運用員会の設置義務）

・法令解釈通知で改正又は新たに規定された資産運用委員会等に関する事項は、以下のとおり

（１）積立金（純資産）の額がＤＢ規則で定める額（１００億円）以上（見込まれる場合を含む。）とは、次の①
又は②のいずれかに該当すること

①直近３カ年の決算のうち少なくとも２カ年において、積立金（純資産）の額が１００億円以上

②直近３カ年の決算のうち少なくとも２カ年において、責任準備金の額又は最低積立基準額のいずれか
低い額が１００億円以上

（２）資産運用委員会の設置に当たり、次の①～③に留意すること
①役割として、
・運用の基本方針、運用ガイドライン又は政策的資産構成割合の策定及び見直しに関する事項
・運用受託機関等の評価等に関する事項
を取り扱うことが可能

②運用受託機関等の評価に係る審議への運用受託機関等の関係者である構成員の参加は不適当

③加入者を代表する者を構成員とする場合は、運用の基本方針の作成又は変更に当たって加入者の
意見を聴取する際に設置するＤＢ規則第８４条の２第１項第１号委員会の代替とすることが可能

（３）時価の定義を次のように改正
算定日において市場参加者間で秩序ある取引が行われると想定した場合の、当該取引における資産
の売却によって受け取る価格又は負債の移転のために支払う価格

・ガイドラインで改正又は新たに規定された資産運用委員会に関する事項は、以下のとおり

（１）上記の法令解釈通知で改正又は新たに規定された資産運用委員会等に関する事項の（１）

（２）上記の法令解釈通知で改正又は新たに規定された資産運用委員会等に関する事項の（２）の③

（３）上記のＤＢ規則で規定された設置義務のある事業主等の要件、構成員、会議録等の（３）の④

詳細
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法令改正の概要 （条文を一部整理加工）ご参考

該当法令 改正内容

ＤＢ令
第４５条

（赤字が改正部分）

運用の基本方針

改正後 改正前

事業主(厚生労働省令で定める要件に該当する規約型企
業年金を実施するものを除く。以下この条において同じ。)及
び基金は、積立金の運用に関して、運用の目的その他厚生
労働省令で定める事項を記載した基本方針(以下この条及び
第４６条の２第３項において「基本方針」という。)を作成し、当
該基本方針に沿って運用しなければならない。
２～６ （略）

事業主(厚生労働省令で定める要件に該当する規約型企
業年金を実施するものを除く。以下この条において同じ。)及
び基金は、積立金の運用に関して、運用の目的その他厚生
労働省令で定める事項を記載した基本方針(以下この条

において「基本方針」という。)を作成し、当
該基本方針に沿って運用しなければならない。
２～６ （略）

第４６条の２ 資産運用委員会（新設）

積立金の額が厚生労働省令で定める額以上の事業主等（積立金の額が当該厚生労働省令で定める額以上となると見込
まれる事業主等を含む。 ）は、資産運用委員会を置かなければならない。
２ 資産運用委員会は、事業主及び加入者のそれぞれを代表する者で組織する。
３ 資産運用委員会は、基本方針その他の積立金の管理及び運用に係る事項に関し、事業主又は基金の理事長若しくは
管理運用業務を執行する理事に対して意見を述べるものとする。

（注）確定給付企業年金法施行令の一部を改正する政令（令和２年政令第２９２号）

https://kanpou.npb.go.jp/old/20200916/20200916t00098/20200916t000980010f.html

https://kanpou.npb.go.jp/old/20200916/20200916t00098/20200916t000980010f.html
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法令改正の概要 （条文を一部整理加工）ご参考

該当法令 改正内容

ＤＢ令
第６５条の１６

（赤字が改正部分）

準用規定

改正後 改正前

第８条(第４号を除く。)、第９条及び第１０条の規定は連合
会の公告について、（中略）、第４０条から第４８条まで(第４５
条第３項及び第４項並びに第４６条の２を除く。)の規定は法
の規定による連合会の積立金の積立て及びその運用につい
て、（中略）、第６８条、第７０条及び第７１条の規定は連合会
の財務及び会計について準用する。（以下略）

第８条(第４号を除く。)、第９条、第１０条 の規定は連合
会の公告について、（中略）、第４０条から第４８条まで(第４５
条第３項及び第４項 を除く。)の規定は法
の規定による連合会の積立金の積立て及びその運用につい
て、（中略）、第６８条、第７０条及び第７１条の規定は連合会
の財務及び会計について準用する。（以下略）

附則 （施行期日）
１ この政令は、令和２年１０月１日から施行する。

２（略）

（資産運用委員会に関する経過措置）
３ この政令の施行の際現に存するＤＢ令第２０条第１項に規定する事業主等については、新ＤＢ令第４６条の２の規定は、
施行日以後最初に終了する事業年度の翌事業年度から適用する。
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法令改正の概要 （条文を一部整理加工）ご参考

該当法令 改正内容

ＤＢ規則
第８４条の４

資産運用委員会を置く必要がある事業主等の要件（新設）

ＤＢ令第４６条の２第１項の厚生労働省令で定める額は、 １００億円とする。

第８４条の５ 資産運用委員会の構成員（新設）

事業主等は、ＤＢ令第４６条の２第１項に規定する資産運用委員会（次条において「資産運用委員会」 という。 ）に、積立金

の管理及び運用に関し専門的知識及び経験を有する者を構成員として加えることができる。

第８４条の６ 会議録等（新設）

資産運用委員会の会議については、議事の経過の要領及びその結果を記載した会議録を作成し、保存しなければなら
ない。
２ 理事長及び管理運用業務を執行する理事は、前項の議事の経過その他の情報について、代議員会に報告しなければな
らない。
３ 事業主等は、資産運用委員会の会議の議事の概要について、加入者に周知させなければならない。
４ 事業主等は、前項の議事の概要について、加入者以外の者であって事業主等が給付の支給に関する義務を負っている
ものにも周知させるよう努めるものとする。
５ 前２項の議事の概要の周知は、ＤＢ法第７３条の業務概況の周知により行うことができるものとする。

附則 （施行期日）
１ この省令は、令和２年１０月１日から施行する。

２ （略）

（注）確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令（令和２年厚生労働省令第１６５号）

https://kanpou.npb.go.jp/old/20200930/20200930g00203/20200930g002030147f.html

https://kanpou.npb.go.jp/old/20200930/20200930g00203/20200930g002030147f.html
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法令改正の概要 （条文を一部整理加工）ご参考

該当法令 改正内容

法令解釈通知
第６の５

資産運用委員会について（新設）

（１） ＤＢ令第４６条の２第１項の規定に基づき、積立金の額が厚生労働省令で定める額以上の事業主等（積立金の額が当
該厚生労働省令で定める額以上となると見込まれる事業主等を含む。）は、 資産運用委員会を設置しなければならない
こと。「厚生労働省令で定める額」とは、ＤＢ規則第８４条の４において「１００億円」 と規定され、「積立金の額が厚生労働
省令で定める額以上」又は「積立金の額が当該厚生労働省令で定める額以上となると見込まれる」とは、次の①又は②
のいずれかに該当することであること。
① 直近３カ年の決算のうち少なくとも２カ年において、積立金（純資産）の額が１００億円以上であること。
② 直近３カ年の決算のうち少なくとも２カ年において、責任準備金の額又は最低積立基準額のいずれか低い額が１００
億円以上であること。

（２） 資産運用委員会の設置に当たっては、次に留意すること。
① 資産運用委員会の役割として、ＤＢ令第４６条の２第３項において「基本方針その他の積立金の管理及び運用に係る
事項に関し、事業主又は基金の理事長若しくは管理運用業務を執行する理事に対して意見を述べる」ことが規定されて
いるが、運用の基本方針のほか、運用ガイドライン又は政策的資産構成割合の策定及び見直し及び運用受託機関等の
評価等に関する事項を取扱うことが可能であること。

② 資産運用委員会の構成員として、ＤＢ規則第８４条の５において「積立金の管理及び運用に関し専門的知識及び経験を
有する者を構成員として加えることができる」ことが規定されているが、当該者が運用受託機関等の関係者である場合に
おいては、構成員であったとしても、運用受託機関等の評価に係る審議に加わることは適当ではない。

③ 運用の基本方針の作成又は変更に当たって、ＤＢ規則第８４条の２第１項第１号に規定する委員会において加入者の
意見を聴く場合においては、当該委員会を加入者を代表する者を構成員とする資産運用委員会によって代替することが
可能であること。



16

法令改正の概要 （条文を一部整理加工）ご参考

該当法令 改正内容

法令解釈通知
（別紙３）
２の（１）の②のエ

（赤字が改正部分）

時価について

改正後 改正前

時価とは、算定日において市場参加者間で秩序ある取引
が行われると想定した場合の、当該取引における資産の売
却によって受け取る価格又は負債の移転のために支払う価
格とする。

時価とは、公正な評価額をいい、市場において形成されて
いる取引価格、気配又は指標その他の相場に基づく価額を

いう。市場において形成されている取引価格、気配又は指標
その他の相場がない場合には、合理的に算定された価額を
公正な評価額とする。

適用時期 令和２年１０月１日から適用する。

ただし、資産運用委員会に関する事項については、令和２年１０月１日以後最初に終了する事業年度の翌事業年度から
適用する。

（注）通知「ＤＢ令の一部を改正する政令の施行等に伴う 『確定給付企業年金制度について』等の一部改正について」（令和2年9月30日年発0930第30号）

https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000677948.pdf （左記のURLは上記の一部改正を反映済みの法令解釈通知です）

https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000677953.pdf （左記のURLは上記の一部改正を反映済みのガイドラインです）

https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000677948.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000677953.pdf
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法令改正の概要 （条文を一部整理加工）ご参考

該当法令 改正内容

ガイドライン
（別添）
４ 資産運用委員
会（設置）

（赤字が改正部分）

（設置）

改正後 改正前

○ 次の①又は②のいずれかに該当する事業主等（以下「対
象事業主等」という。）は、年金運用責任者に対し意見を述
べるため、資産運用委員会を設置しなければならない（ＤＢ
令第４６条の２及びＤＢ規則第８４条の４参照）。
① 直近３カ年の決算のうち少なくとも２カ年において、積
立金（純資産）の額が１００億円以上であること。

② 直近３カ年の決算のうち少なくとも２カ年において、責任
準備金の額又は最低積立基準額のいずれか低い額が
１００億円以上であること。

○ なお、 対象事業主等に該当しない場合

においても資産運用委員会を設置することが望ましい。

〇 年金運用責任者を補佐するため、運用に係る資産の額
が１００億円以上である場合には、資産運用委員会を設置
しなければならない。

また、運用に係る資産の額が１００億円に満たない場合
においても資産運用委員会を設置することが望ましい。

（別添）

４ 資産運用委員
会（役割）、（位置付
け等）

（追加）

（役割）（追加）

○ なお、運用の基本方針の作成又は変更に当たって、ＤＢ規則第８４条の２第１項第１号に規定する委員会において加入
者の意見を聴く場合においては、当該委員会を加入者を代表する者を構成員とする資産運用委員会によって代替すること
が可能であること。

（位置付け等）（追加）

○ 事業主等は、資産運用委員会の議事の概要について、加入者以外の者（事業主等が給付又は一時金たる支給の義務を
負っている者）にも周知が行われるよう努めるものとする（ＤＢ規則第８４条の６参照）。

適用時期 令和２年１０月１日より適用する。

ただし、資産運用委員会に関する事項については、令和２年１０月１日以後最初に終了する事業年度の翌事業年度から
適用する。

（注）通知「『確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について』の一部改正について」（令和2年9月30日年企発0930第4号）は、資産運用委員会の

設置義務に関する事項について実質的な変更がないので法令改正の概要から省略
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ガバナンスの強化（会計監査等を踏まえた監事意見の提出義務）ポイント

（注１）確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令（令和２年厚生労働省令第１６５号）（注１～注３の詳細は、２１～２５ページを参照）

（注２）ＤＢ規則第１１７条第４項第３号に規定する監査に準ずるものとして厚生労働大臣が定めるもの（令和２年厚生労働省告示第３３５号）

（注３）通知「ＤＢ令の一部を改正する政令の施行等に伴う 『ＤＢ制度について』等の一部改正について」（令和2年9月30日年発0930第30号 ）

通知「確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について」の一部改正について（令和2年9月30日年企発0930第4号）

（注４）改正前は、承認認可通知の（別紙２）ＤＢの事業運営基準の２の（４）の③により規定

（注５）適用日前の取扱いについては、改正前の承認認可通知を適用

◆令和2年9月30日付で改正省令（注１）及び告示（注２）並びに関係通知が公布・発出（注３）され、総合型DB基金

における、会計監査等を踏まえた監事意見の提出義務に関する事項が一部改正されたうえで法令に定めら

れました（注４）

■総合型DB基金における会計監査等を踏まえた監事意見の提出義務に関する事項の法令での規定化等

○改正概要 ：通知で規定されていた総合型ＤＢ基金における監査法人等の会計監査又は合意された
手続を踏まえた監事意見の提出義務について、法令で規定されるとともに、提出義務の必要と
なる監事の要件も改正

○施行期日：令和2年10月1日。施行日に現存するＤＢ基金については、施行日から６月経過した日
以後最初に終了する事業年度の翌事業年度から適用（注５）

改正後 改正前

規定される
法令等

監査法人等による監査結果を踏まえた監事意見の提出義務 ＤＢ規則 承認認可通知

監査法人、公認会計士の監査に準ずるもの 告示（注２） 承認認可通知
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ガバナンスの強化（会計監査等を踏まえた監事意見の提出義務）

・ＤＢ規則で規定されたＤＢ基金における監査法人等の監査結果を踏まえた監事意見の提出義務に関する

事項は、以下のとおり

（１）監査法人、公認会計士の監査結果又はこれらに準ずるもの（以下「監査法人等の監査結果」といいます）

を踏まえた監事意見の提出義務のある監事の要件（注１）

２以上の事業主が共同して設立するＤＢ基金の監事で、「監査法人等の監査結果を踏まえた監事意見の
提出を要しない要件」に該当していない場合
【監査法人等の監査結果を踏まえた監事意見の提出を要しない要件】（ＤＢ規則で規定）
次の①又は②のいずれかに該当するＤＢ基金の監事であること
①実施事業所の事業主について、ａ又はｂであること
ａ １の事業主が他の事業主の発行済株式又は出資（注２）のおおむね２割を直接又は間接に保有
する関係
ｂ １の事業主が行う事業と他の事業主が行う事業との人的関係が緊密

②積立金の額が常時２０億円を下回る又は下回ると見込まれること（注３）

詳細

（注１）提出義務のある監事の要件に該当した場合は、該当した決算の翌々年度決算から提出義務が発生

（注２）自己が保有する自己の株式又は出資を除く

（注３）法令化前は、貸借対照表（年金経理）の資産総額が２０億円以下（改正前の承認認可通知で規定）
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ガバナンスの強化（会計監査等を踏まえた監事意見の提出義務）

・告示で規定された監査法人又は公認会計士の監査結果に準じるものは、以下のとおり
（１）監査法人又は公認会計士が、日本公認会計士協会「総合型ＤＢ基金に対する合意された手続業務に関
する実務指針」（業種別委員会実務指針第６２号）に基づき実施する合意された手続業務

（２）監査法人又は公認会計士と同等以上の知識及び経験を有する者であって、次の①及び②のいずれにも
該当するもの（注）が業種別委員会実務指針第６２号に基づき実施する合意された手続業務
①・金融商品取引法第１９３条の２第１項若しくは第２項の規定による監査、

・会社法第４３６条第２項の規定による監査（同項第１号に係るものに限る）、
・その他これらに準ずるもの（会社法第３８１条第１項に規定する監査役の監査、

ＤＢ法第２２条第４項に規定する監事の監査を除く）
に関する実務経験を有すること
②当該合意された手続業務を遂行する能力につき高い水準を満たすと認められるものであること

・法令解釈通知の改正により新たに規定された内容は、以下のとおり
「積立金の額が常時２０億円を下回る又は下回ることが見込まれること」とは、次の①又は②のいずれかに
該当すること

①直近３カ年の決算のうち少なくとも２カ年において、積立金（純資産）の額が２０億円未満であること
②直近３カ年の決算のうち少なくとも２カ年において、責任準備金の額又は最低積立基準額のいずれか

低い額が２０億円未満であること

詳細

（注）ＤＢ規則第１１７条第４項に規定する２以上の事業主が共同して設立するＤＢ基金の理事及び職員を除く
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法令改正の概要 （条文を一部整理加工）ご参考

該当法令 改正内容

ＤＢ規則第１１７条

（赤字が改正部分）

事業及び決算に関する報告書

改正後 改正前

（前略）
４ 基金が第１項の報告書を地方厚生局長等に提出する
場合には、当該報告書に監事の意見（２以上の事業主が
共同して設立する基金（第１９条の２第１号に掲げる要件に
該当する基金及び積立金の額が常時２０億円を下回る、
又は下回ると見込まれる基金を除く。 ）の監事である場合
にあっては、基金の事業の健全な運営を確保するため、
次の各号に掲げる結果のいずれかを考慮した意見）を付
けて代議員会に提出し、その議決を得なければならない。
一 公認会計士法（昭和２３年法律第１０３号）第１条の３
第３項に規定する監査法人の監査の結果
二 公認会計士法第３条に規定する公認会計士の資格を
有する者（同法第１６条の２第５項に規定する外国公認
会計士を含む。 ）の監査の結果
三 前２号に掲げる監査に準ずるものとして厚生労働大臣

が定めるものの結果

（前略）
４ 基金が第１項の報告書を地方厚生局長等に提出する
場合には、当該報告書に監事の意見

を付
けて代議員会に提出し、その議決を得なければならない。

附則 （施行期日）
１ この省令は、令和２年１０月１日から施行する。

（監事の意見に係る経過措置）
２ この省令の施行の際現に存するＤＢ規則第１１条に規定する基金には、この省令による改正後のＤＢ規則第１１７条第４
項の規定は、この省令の施行の日から起算して六月を経過した日以後最初に終了する事業年度の翌事業年度から適用

する。

（注）確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令（令和２年厚生労働省令第１６５号）

https://kanpou.npb.go.jp/old/20200930/20200930g00203/20200930g002030147f.html

https://kanpou.npb.go.jp/old/20200930/20200930g00203/20200930g002030147f.html
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法令改正の概要 （条文を一部整理加工）ご参考

該当法令 改正内容

令和２年
厚生労働省告示
第３３５号

ＤＢ規則第１１７条第４項第３号に規定する監査に準ずるものとして厚生労働大臣が定めるもの（新設）

ＤＢ規則第１１７条第４項第３号に規定する監査に準ずるものとして厚生労働大臣が定めるものは、次の各号に掲げる者が
当該各号に掲げる合意された手続業務を行うこととする。

一 公認会計士法（昭和２３年法律第１０３号）第１条の３第３項に規定する監査法人又は同法第３条に規定する公認会計士
の資格を有する者（同法第１６条の２第５項に規定する外国公認会計士を含む。）
日本公認会計士協会「総合型ＤＢ基金に対する合意された手続業務に関する実務指針（業種別委員会実務指針第６２
号）」に基づき実施する合意された手続業務

二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者であって、次のいずれにも該当するもの（ＤＢ規則第１１７条第４
項に規定する２以上の事業主が共同して設立する基金の理事及び職員を除く。）
前号に定める指針に準じた指針に基づき実施する合意された手続業務
イ 金融商品取引法（昭和２３年法律第２５号）第１９３条の２第１項若しくは第２項の規定による監査又は会社法（平成
１７年法律第８６号）第４３６条第２項の規定による監査（同項第１号に係るものに限る。）その他これらに準ずるもの（同
法第３８１条第１項に規定する監査役の監査及びＤＢ法第２２条第４項に規定する監事の監査を除く。）に関する実務経
験を有すること。
ロ 当該合意された手続業務を遂行する能力につき高い水準を満たすと認められるものであること。

適用期日 令和２年１０月１日

（注）ＤＢ規則第１１７条第４項第３号に規定する監査に準ずるものとして厚生労働大臣が定めるもの（令和２年厚生労働省告示第３３５号）

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H200930T0130.pdf

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H200930T0130.pdf
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法令改正の概要 （条文を一部整理加工）ご参考

該当法令 改正内容

法令解釈通知
第８の１０
（新設）

事業及び決算に関する報告書の取扱い（新設）

事業及び決算に関する報告書を地方厚生局長等に提出する場合、ＤＢ規則第１１７条第４項において「２以上の事業主が共
同して設立する基金（第１９条の２第１号に掲げる要件に該当する基金及び積立金の額が常時２０億円を下回る、又は下回る
と見込まれる基金を除く。）」は、会計監査等の結果を考慮した監事の意見を付けなければならないことが規定されているが、
「積立金の額が常時２０億円を下回る、又は下回ると見込まれる」とは、次の①又は②のいずれかに該当することであること。
①直近３カ年の決算のうち少なくとも２カ年において、積立金（純資産）の額が２０億円未満であること。
②直近３カ年の決算のうち少なくとも２カ年において、責任準備金の額又は最低積立基準額のいずれか低い額が
２０億円未満であること。

（適用時期） 令和２年１０月１日から適用する。

ただし、事業及び決算に関する報告書の取扱いに関する事項については、令和２年１０月１日から起算して６月を経過した
日以後最初に終了する事業年度の翌事業年度から適用する。

（注）通知「ＤＢ令の一部を改正する政令の施行等に伴う 『確定給付企業年金制度について』等の一部改正について」（令和2年9月30日年発0930第30号）

https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000677948.pdf （左記のURLは上記の一部改正を反映済みの法令解釈通知です）

https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000677948.pdf
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法令改正の概要 （条文を一部整理加工）ご参考

該当法令 改正内容

承認認可通知
（別紙２）
２の（４）

（赤字が改正部分）

監事

改正後 改正前

①～② （略）
③ 監事の監査は、別紙５の「企業年金基金監事監査規程
要綱」を基準として監査規定を設け、これに基づき適正か
つ厳正に行うこと。また、総合型ＤＢ基金にあっては、ＤＢ
規則第１１７条第４項第１号及び第２号並びにＤＢ規則第
１１７条第４項第３号に規定する監査に準ずるものとして
厚生労働大臣が定めるもの（厚生労働省告示第３３５号）の
規定に基づき、常時２０億円以上の積立金を積み立て、又
は積み立てると見込まれる場合は、当該要件に該当した
決算の翌々年度決算から、次のいずれかを受け、その結
果を監事の監査に活用して監事の監査の充実を図ること。
ア 監査法人又は公認会計士による会計監査
イ 別紙５の２の「合意された手続のチェック項目及びチェッ
クポイント」及び日本公認会計士協会業種別委員会実務
指針第６２号「総合型確定給付企業年金基金に対する合
意された手続業務に関する実務指針」（以下「実務指針」
という。）等に基づき公認会計士又は監査法人（これらの
者と同等水準で業務を遂行できる者を含み、当該基金の
理事及び職員を除く。）とあらかじめ手続を合意し、監事
の監査に帯同する等して実施する合意された手続

（続く）

①～② （略）
③ 監事の監査は、別紙５の「企業年金基金監事監査規程
要綱」を基準として監査規定を設け、これに基づき適正か
つ厳正に行うこと。また、総合型 基金にあっては、貸借
対照表（年金経理）の資産総額が２０億円を超えた

決算の翌々年度決算から、次のいずれかを受け、その結
果を監事の監査に活用して監事の監査の充実を図ること。
ア 公認会計士又は監査法人による会計監査
イ 別紙５の２の「合意された手続のチェック項目及びチェッ
クポイント」 及び日本公認会計士協会監査・保証実務委
員会専門業務実務指針４４００「合意された手続業務に
関する実務指針」 （以下「実務指針」
という。）等に基づき公認会計士又は監査法人（これらの
者と同等水準で業務を遂行できる者を含み、当該基金の
理事及び職員を除く。）とあらかじめ手続を合意し、監事
の監査に帯同する等して実施する合意された手続

（続く）

（注）通知「『確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について』の一部改正について」（令和2年9月30日年企発0930第4号）

https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000677950.pdf （左記のURLは上記の一部改正を反映済みの承認認可通知です）

https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000677950.pdf
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法令改正の概要 （条文を一部整理加工）ご参考

該当法令 改正内容

承認認可通知

（別紙２）
２の（４）

（赤字が改正部分）

監事

改正後 改正前

③ （続き）
なお、同等水準とは、以下の要件その他これに準ずる要
件を満たす必要があること。
ａ 金融商品取引法（昭和２３年法律第２５号）第１９３条の
２第１項の規定に基づく財務諸表の監査若しくは同条第
２項に規定に基づく財務報告に係る内部統制の監査又は
会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づく計算書類の
監査その他これらに準ずる任意監査等（監査役の監査
及び監事の監査を除く。）に関する実務経験を有すること。
ｂ～ｃ （略）

③ （続き）
なお、同等水準とは、以下の要件その他これに準ずる要
件を満たす必要があること。
ａ 金融商品取引法 第１９３条の
２第１項の規定に基づく財務諸表の監査、 同条第
２項に規定に基づく財務報告に係る内部統制の監査及び
会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づく計算書類の
監査又はこれ に準ずる任意監査等（監査役の監査
及び監事の監査を除く。）に関する実務経験を有すること。
ｂ～ｃ （略）

（適用時期） 令和２年１０月１日より適用する。

ただし、監事に関する事項については、令和２年１０月１日から起算して６月を経過した日以後最初に終了する事業年度の
翌事業年度から適用する。
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＜規約変更の簡素化＞
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規約変更の簡素化ポイント

（注１）年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令

（令和２年厚生労働省令第１６４号） https://kanpou.npb.go.jp/old/20200930/20200930g00203/20200930g002030147f.html

（注２）ＤＢ令の一部を改正する政令の施行等に伴う 『確定給付企業年金制度について』等の一部改正について（令和2年9月30日年発0930第30号）

（注１～注２の詳細は、２９～３０ページを参照）

（注３）規約の軽微な変更の場合は、承認・認可申請ではなく届出

（注４）規約の特に軽微な変更の場合は、厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるいときは当該労働組合、ないときは厚生

年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意（以下「労働組合等の同意」といいます。）は不要

◆令和２年９月３０日付で省令（注１）及び関係通知（注２）が公布・発出され、規約の軽微な変更（注３）及び規約

の特に軽微な変更（注４）とする変更が追加されました。

■規約の軽微な変更、規約の特に軽微な変更の追加

○改正概要 ：規約の軽微な変更、規約の特に軽微な変更に次の場合を追加

○施行期日：令和2年10月1日

追加される変更の内容

規約の軽微な
変更

・リスク対応掛金額を変更する場合のうち、ＤＢ規則第４６条の２第３項に規定する
リスク対応掛金額を減額させる場合又はリスク対応掛金額の拠出を停止する場合
・老齢給付金の支給の繰下げ、脱退一時金の全部又は一部の支給の繰下げの申出
をすることができることを規約に定める場合

規約の特に軽
微な変更

・条項の移動等規約に規定する内容の実質的な変更を伴わない事項を変更する
場合

https://kanpou.npb.go.jp/old/20200930/20200930g00203/20200930g002030147f.html
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規約変更の簡素化

・ＤＢ規則及び法令解釈通知に追加された規約の軽微な変更、特に軽微な変更は、以下のとおり

（１）規約の軽微な変更

①リスク対応掛金額の変更のうち次の一部の場合を追加（ＤＢ規則）

【リスク対応掛金額の変更のうち規約の軽微な変更に該当する場合】

ＤＢ規則第４６条の２第３項（注１）に規定するａ又はｂ

ａ．リスク対応掛金額を減額させる場合

ｂ．リスク対応掛金額の拠出を停止する場合

②次の支給の繰下げの申出をすることができることを規約に定める場合を追加（法令解釈通知）（注２）

ａ．ＤＢ法第３７条第１項に規定する老齢給付金の支給の繰下げ

ｂ．ＤＢ法第４１条第４項に規定する脱退一時金の全部又は一部の支給の繰下げ

（２）規約の特に軽微な変更

労働組合等の同意が不要な規約の特に軽微な変更に、次の場合を追加（ＤＢ規則）

・条項の移動等規約に規定する内容の実質的な変更を伴わない事項を変更する場合

詳細

（注１）同項には「ＤＢ法第５８条第１項の規定に基づく財政再計算において、対応後リスク充足額が財政悪化リスク相当額を上回ることとなる場合
には、上回らないようにリスク対応掛金額を減少させ、又はリスク対応掛金額の拠出を終了しなければならない。」と規定

（注２）イ．減額とならないことが前提。
ロ．繰下げ条項の新設に伴い、規約内で整合性を図るため次のような規約の追加又は変更を同時に行う場合も含む（ただし、当該追加・
変更が減額とならないことが前提）。
・繰下げを実施した場合の支給時期、給付額に関する事項
・繰下げ中の死亡にかかる遺族給付金に関する事項（規約に規定済みの遺族給付金に準じて給付内容を規定する場合に限る）
・中途脱退者の選択に関する事項 ・最低保全給付に関する事項

ハ．繰下げ規定の追加のみであり、変更や廃止は規約の軽微な変更の対象外
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法令改正の概要 （条文を一部整理加工）ご参考

該当法令 改正内容

ＤＢ規則
第７条

（赤字が改正部分）

規約の軽微な変更等

改正後 改正前

DB法第６条第１項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、
次に掲げる事項の変更とする。

一～四 （略）
五 DB法第４条第６号に掲げる事項（同号に掲げる事項
以外の事項の変更に伴い同号に掲げる事項を変更する
場合（前号に掲げる事項の変更に伴い同条第６号に掲げ
る事項を変更する場合を除く。 ）並びに第１０号に掲げる
事項、第４５条第４項に規定するリスク分担型企業年金
掛金額及び第４６条の２第１項に規定するリスク対応掛金
額を変更する場合（同条第３項の規定によりリスク対応
掛金額を減少させる場合又はリスク対応掛金額の拠出を
終了する場合を除く。）を除く。 ）

六～十一 （略）
十二 条項の移動等規約に規定する内容の実質的な変更

を伴わない事項
十三 （略）
２ ＤＢ法第７条第２項ただし書の厚生労働省令で定める特
に軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。

一～五 （略）
六 前項第１２号に掲げる事項

七～八 （略）

DB法第６条第１項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、
次に掲げる事項の変更とする。

一～四 （略）
五 DB法第４条第６号に掲げる事項（同号に掲げる事項
以外の事項の変更に伴い同号に掲げる事項を変更する
場合（前号に掲げる事項の変更に伴い同条第６号に掲げ
る事項を変更する場合を除く。 ）並びに第１０号に掲げる
事項、第４５条第４項に規定するリスク分担型企業年金
掛金額及び第４６条の２第１項に規定するリスク対応掛金
額を変更する場合

を除く。 ）

六～十一 （略）
十二 条項の移動等規約に規定する内容の実質的な変更

を伴わない事項
十三 （略）
２ ＤＢ法第７条第２項ただし書の厚生労働省令で定める特
に軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。

一～五 （略）

六～七 （略）

附則 この省令は、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律（令和２年法律第４０号）附則第１条第３
号に掲げる規定の施行の日（令和２年１０月１日）から施行する。

（注）年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令（令和２年厚生労働省令第１６４号）

https://kanpou.npb.go.jp/old/20200930/20200930g00203/20200930g002030146f.html

https://kanpou.npb.go.jp/old/20200930/20200930g00203/20200930g002030146f.html
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法令改正の概要 （条文を一部整理加工）ご参考

該当法令 改正内容

法令解釈通知
第１の３

（赤字が改正部分）

ＤＢ法第４条第５号に掲げる事項に係る変更のうち軽微な変更の内容

改正後 改正前

ＤＢ規則第７条第１項第４号に規定するその他の軽微な変
更は具体的には以下の変更のうち給付の額の減額とはなら
ないものとする。
（１）～（３） （略）
（４） ＤＢ法第３７条第１項に規定する老齢給付金の支給の
繰下げの申出又はＤＢ法第４１条第４項に規定する脱退
一時金の全部若しくは一部の支給の繰下げの申出をす
ることができることを規約に定める場合

（５）・（６） （略）

ＤＢ 則第７条第１項第４号に規定するその他の軽微な変
更は具体的には以下の変更のうち給付の額の減額とはなら
ないものとする。
（１）～（３） （略）

（４）・（５） （略）

（適用時期） 令和２年１０月１日より適用する。

（注）通知「ＤＢ令の一部を改正する政令の施行等に伴う 『確定給付企業年金制度について』等の一部改正について」（令和2年9月30日年発0930第30号 ）

https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000677948.pdf （左記のURLは上記の一部改正を反映済みの法令解釈通知です）

https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000677948.pdf
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＜同一労働同一賃金ガイドラインの
加入者資格への反映＞
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同一労働同一賃金ガイドラインの加入者資格への反映ポイント

（注１）詳細は、３４ページを参照）

（注２））この指針は、通常の労働者と短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者との間に待遇の相違が存在する場合に、いかなる待遇の相違が

不合理と認められるものであり、いかなる待遇の相違が不合理と認められるものでないのか等の原則となる考え方及び具体例を示したもの

である。（中略） なお、この指針に原則となる考え方が示されていない退職手当、住宅手当、家族手当等の待遇や、具体例に該当しない場合

についても、不合理と認められる待遇の相違の解消等が求められる。このため、各事業主において、労使により、個別具体の事情に応じて

待遇の体系について議論していくことが望まれる。

（注３）「（明記により）具体的な取扱いを変更するものではない」とパブリックコメントに寄せられたご意見等に対する考え方に記載

◆令和２年９月３０日付で通知「ＤＢ令の一部を改正する政令の施行等に伴う 『ＤＢ制度について』等の一部

改正について」（年発０９３０第３０号）（注１）発出され、加入者資格について同一労働同一賃金ガイドラインを

踏まえることが明記されました。

■同一労働同一賃金ガイドラインの加入者資格への反映

○改正概要 ：加入者となることについての「一定の資格」について、同一労働同一賃金ガイドライン

の「基本的な考え方」（注２）を踏まえることを明記（注３）

○施行期日：令和2年10月1日
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同一労働同一賃金ガイドラインの加入者資格への反映

・法令解釈通知で改正された加入者資格に関する事項、以下のとおり

（１）加入者とすることについての「一定の資格」の内容

実施事業所の従業員が加入者となることについて規約でＤＢ法第４条第４号の「一定の資格」を定めた

ときは、当該資格を有しない者は加入者としないが、当該資格を定めるに当たっては次のとおりとし、同一

労働同一賃金ガイドラインの「基本的な考え方」を踏まえること。（以下省略）

（２）給付の額に関する「特定の者について不当に差別的なものであってはならない」ことの取扱い

加入者間で給付の額に差を設ける場合にあっては、同一労働同一賃金ガイドラインの「基本的な

考え方」を踏まえ、労働協約等において、特定の職種に属する従業員や特定の学歴の従業員に係る

給与及び退職金等の労働条件が他の職種に属する従業員や他の学歴の従業員の労働条件とは別に

規定されているなど、給付の額に差を設けることにつき合理的な理由があること。

詳細
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法令改正の概要 （条文を一部整理加工）ご参考

該当法令 改正内容

法令解釈通知

第１の１

（赤字が改正部分）

加入者とすることについての「一定の資格」の内容

改正後 改正前

実施事業所の従業員（ＤＢを実施する厚生年
金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者をいう。
以下同じ。）が加入者となることについて規約でＤＢ法第４条
第４号の「一定の資格」を定めたときは、当該資格を有しない
者は加入者としないが、当該資格を定めるに当たっては次の
とおりとし、同一労働同一賃金ガイドライン（平成３０年厚生
労働省告示第４３０号）の「基本的な考え方」を踏まえること。
（１）～（３） （略）

ＤＢは公的年金を補完し、企業の従業員の老後の所得を充
実させる重要な役割を持つ制度であることから、制度の実施
に当たっては、実施事業所の従業員（ＤＢを実施する厚生年
金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者をいう。
以下同じ。）の全員をその対象とすることが原則であるが、実
施企業における就業形態等の実情に応じ、一部の従業員を
加入者から除外する場合にあっては、次のとおりとすること。

（１）～（３） （略）

（注）通知「ＤＢ令の一部を改正する政令の施行等に伴う 『確定給付企業年金制度について』等の一部改正について」（令和2年9月30日年発0930第30号）

https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000677948.pdf （左記のURLは上記の一部改正を反映済みの法令解釈通知です）

https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000677948.pdf
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法令改正の概要 （条文を一部整理加工）ご参考

該当法令 改正内容

法令解釈通知
第３

（赤字が改正部分）

給付の額に関する事項

改正後 改正前

１ 給付の額は、法第３２条第２項において「加入者期間又は
当該加入者期間における給与の額その他これに類するも
のに照らし、適正かつ合理的なもの」により算定されたもの
でなければならず、かつ、「特定の者について不当に差別
的なものであってはならない」と規定されているところである
が、その取扱いは次のとおりとすること。
① （略）
② 加入者間で給付の額に差を設ける場合にあっては、
同一労働同一賃金ガイドラインの「基本的な考え方」を踏
まえ、労働協約等において、特定の職種に属する従業員
や特定の学歴の従業員に係る給与及び退職金等の労働
条件が他の職種に属する従業員や他の学歴の従業員の
労働条件とは別に規定されているなど、給付の額に差を
設けることにつき合理的な理由があること。

③～⑪ （略）
２～８ （略）

１ 給付の額は、法第３２条第２項において「加入者期間又は
当該加入者期間における給与の額その他これに類するも
のに照らし、適正かつ合理的なもの」により算定されたもの
でなければならず、かつ、「特定の者について不当に差別
的なものであってはならない」と規定されているところである
が、その取扱いは次のとおりとすること。
① （略）
② 加入者間で給付の額に差を設ける場合にあっては、

労働協約等において、特定の職種に属する従業員
や特定の学歴の従業員に係る給与及び退職金等の労働
条件が他の職種に属する従業員や他の学歴の従業員の
労働条件とは別に規定されているなど、給付の額に差を
設けることにつき合理的な理由があること。
③～⑪ （略）
２～８ （略）

（適用時期） 令和２年１０月１日より適用する。

【ご参考】

同一労働同一賃金
ガイドラインの第２
基本的な考え方
（抜粋）

この指針は、通常の労働者と短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者との間に待遇の相違が存在する場合に、いかなる
待遇の相違が不合理と認められるものであり、いかなる待遇の相違が不合理と認められるものでないのか等の原則となる考
え方及び具体例を示したものである。事業主が、第３から第５までに記載された原則となる考え方等に反した場合、当該待遇
の相違が不合理と認められる等の可能性がある。なお、この指針に原則となる考え方が示されていない退職手当、住宅手当、
家族手当等の待遇や、具体例に該当しない場合についても、不合理と認められる待遇の相違の解消等が求められる。このた
め、各事業主において、労使により、個別具体の事情に応じて待遇の体系について議論 していくことが望まれる。

（注）同一労働同一賃金ガイドライン（平成３０年厚生労働省告示第３４０号）

https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000469932.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000469932.pdf
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